
22025.4 広報みなみあいづ広報みなみあいづ 2025.43

町
政
運
営
に

　
あ
た
っ
て
の
基
本
方
針

　

私
が
町
長
に
就
任
し
て
以
来
申
し
述

べ
て
お
り
ま
す
「
想
定
よ
り
急
速
に
進

む
人
口
減
少
」
は
令
和
５
年
12
月
に
報

道
さ
れ
た
、
県
内
各
市
町
村
に
お
け
る

人
口
の
将
来
推
計
や
令
和
６
年
４
月
に

報
道
さ
れ
た
「
消
滅
の
可
能
性
が
あ
る

自
治
体
」
に
本
町
が
該
当
す
る
な
ど
、

本
町
は
非
常
に
厳
し
い
数
値
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
改
め
て
深
刻
な
課
題
で
あ
る

と
受
け
止
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

人
口
減
少
を
要
因
と
す
る
地
域
活
力

の
低
下
や
経
済
活
動
へ
の
影
響
、
さ
ら

に
は
集
落
に
お
け
る
支
え
合
い
機
能
の

低
下
に
つ
い
て
は
、
講
じ
た
対
策
の
効

果
が
直
ぐ
に
結
果
と
し
て
現
れ
る
も
の

で
は
な
い
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
が
、

実
効
性
の
あ
る
施
策
を
粘
り
強
く
講
じ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ

る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
、
町
長
と
し
て
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
各
般
に
わ
た
り
発
揮
し

て
ま
い
り
た
い
と
、
改
め
て
決
意
を
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

人
口
減
少
に
加
え
、
厳
し
い
財
政
状

況
の
中
で
あ
り
ま
す
が
、「
第
３
次
南

会
津
町
総
合
振
興
計
画
」
に
掲
げ
た
町

の
将
来
像
「
自
然
と
人
が
笑
顔
を
育
む

ま
ち 

～
と
も
に
生
き
る 

み
ん
な
の
ふ

る
さ
と
～
」
の
実
現
に
向
け
て
前
進
す

る
た
め
に
は
、
常
に
町
民
の
皆
さ
ま
の

声
に
真
摯
に
向
き
合
い
、
町
民
と
行
政

が
協
力
し
一
体
と
な
っ
て
、
同
じ
未
来

を
見
据
え
た
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん

で
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

　

町
民
の
皆
さ
ま
が
誇
り
を
持
っ
て
、

生
き
生
き
と
生
活
で
き
る
よ
う
時
代
の

変
化
に
対
応
し
た
施
策
を
実
行
す
る
こ

令
和
７
年
度

　
予
算
編
成
に
あ
た
っ
て

　

令
和
７
年
度
当
初
予
算
に
つ
き
ま
し

て
は
、「
消
滅
可
能
性
自
治
体
か
ら
の

脱
却
を
目
指
し
、
次
世
代
に
継
承
で
き

る
ま
ち
づ
く
り
」
を
予
算
編
成
基
本
方

針
と
し
、
以
下
の
８
つ
の
項
目
を
重
点

施
策
に
掲
げ
て
お
り
ま
す
。

重
点
施
策
１

結
婚・
子
育
て・
就
労
機
会
の
創
出

重
点
施
策
２

ま
ち
の
魅
力
を
た
か
め
る
地
域
活
力

の
創
出
と
郷
土
愛
の
醸
成

重
点
施
策
３

会
津
田
島
駅
周
辺
を
軸
と
し
た
中
心

市
街
地
の
活
性
化

重
点
施
策
４

強
み
を
活
か
し
た
次
世
代
に
つ
な
ぐ

農
林
業
の
推
進

重
点
施
策
５

町
民
の
生
活
を
守
る
安
全・
安
心
な

ま
ち
づ
く
り

重
点
施
策
６

住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
福
祉
の
推
進

重
点
施
策
７

地
球
温
暖
化
対
策
と
循
環
型
社
会
づ

く
り
に
向
け
た
取
組
の
強
化

重
点
施
策
８

公
共
施
設
の
効
率
的
な
管
理
運
営
と

将
来
を
見
据
え
た
行
財
政
改
革

と
で
、
次
世
代
に
継
承
す
る
ま
ち
づ
く

り
を
推
進
し
、「
夢
と
希
望
と
活
力
に

満
ち
た
南
会
津
町
の
実
現
」
を
目
指
し

町
政
運
営
に
邁
進
し
て
ま
い
る
と
と
も

に
、
町
民
の
皆
さ
ま
の
健
康
を
守
り
経

済
を
再
生
さ
せ
る
た
め
、
町
民
と
行
政

の
協
働
に
よ
り
力
を
結
集
し
、
一
人
ひ

と
り
が
幸
せ
を
実
感
し
安
心
し
て
住
み

続
け
た
い
と
思
え
る
町
の
実
現
に
向
け

て
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

目標の柱  1

豊かな自然ときれいな水
が育む元気に安心して
過ごせるまちづくり

　本町の豊かな自然を後世に
引き継ぐとともに、町民１人
ひとりが健康で安全に安心し
て暮らし続けられる環境づく
りを目指します。

１．自然資源の活用
　現行の「住宅用太陽光蓄電シス
テム設置費補助金」を発電シス
テムを含めた制度に拡充し、地
球温暖化対策に取り組むととも
に、リサイクル等の推進により
ごみの減量化に取り組むことで、
持続可能な循環型社会の構築を
進めます。

令和７年度主要施策の
概要について

　第３次南会津町総合振興計画
に掲げる５つの目標の柱に基づ
き、主要な施策の概要について
説明します。

２．特定外来生物防除
　耕作放棄地を中心に特定外来
生物の分布域が広がっているこ
とから、町民一人ひとりに特定
外来生物の影響について理解し
ていただけるよう周知に取り組
み、自然環境保全について意識
の醸成を図ります。

６．子育て支援
　本町の強みであります相談支
援体制をより深化するため、こ
ども家庭センターの機能を強化
することにより、全ての妊産婦、
子育て世帯、子どもに対する幅
広い支援を継続します。
　また、屋内遊戯施設の整備に
ついては、体験イベントを実施
し、継続して調査・検討を進め
るほか、子育て世帯における保
育料の負担軽減を目的とした保
育所入所応援助成事業を継続し
ます。

３．医療の充実
　将来にわたって地域医療が維
持されるよう地域医療体制の確
保に取り組みます。
　特に令和６年３月に診療所が
閉院した伊南地域においては、
福島県医業承継バンクを介し、
東京都で開業している医師が新
たにクリニックを開設する計画
であり、対面とオンラインを併
用した診療、さらに在宅診療を
含めた新たな医療の提供により、
地域医療の確保と住民の不安解
消に取り組みます。

７．結婚支援
　結婚支援では、結婚サポート
企業等への登録企業と協力、連
携した、将来の生活設計につい
てのセミナーや婚活イベントを
開催し、独身男女の出会い・交
流の場を創出します。

　また、婚姻届を提出した町民
に対し結婚祝い金を交付する新
婚生活エール事業を引き続き実
施します。

４．障がい者の福祉
　手話は言語であることの認識
のもと、手話言語への理解促進
及び普及等の施策を推進するた
め、条例の制定や啓発に努め、
誰もが安心して暮らせる共生社
会の実現を目指します。

５．健康づくり
　健康に不安を抱えることなく
暮らし続けられるよう、各種予
防接種にかかる費用の助成や成
人保健事業、食育事業等を継続
するとともに、歯科保健におい
てフッ化物洗口事業を小中学校
へ拡大し、町民の健康づくりに
一層取り組みます。

令
和
令
和
７７
年
度　

町
政
施
政
方
針

年
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町
政
施
政
方
針

　

消
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次
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く
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き
る
ま
ち
づ
く
り
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目標の柱  3

快適で充実した生活が送れ
る魅力ある生活基盤づくり

　災害への備えや除排雪への
対応、上下水道や公共交通な
どの社会・生活基盤を適切に
維持することで、生活の快適
さの向上や、安全 ・安心な暮
らしとともに持続可能なまち
づくりの実現を目指します。

５．地域公共交通
　自家用車を持たない高齢者な
どの交通弱者にとって、移動手
段として必要不可欠なものであ
ることから、町全体の公共交通
につきましても、引き続き地域
住民、交通事業者及び関係機関
と協議を重ねながら町民の皆様
が利用しやすく、効果的かつ効
率的な公共交通網の形成に努め
てまいります。
　併せて、高齢運転者による痛
ましい事故が全国で増加する中
で、交通事故の防止と公共交通
利用促進を図るため、運転免許
証の自主返納者に対する支援を
継続してまいります。

１．農業の推進
　農業従事者の減少を見据えた
中で受け皿となる新規就農者や
多様な担い手の確保、さらには
農産物の付加価値向上を目指す
経営体の育成に引き続き取り組
みます。特に、南郷トマト生産
者の確保については、南郷トマ
ト生産組合や地域住民と協同で
ＰＲ動画を作成し、南郷トマト
生産に関わることの魅力を広く
周知しながら、新規就農者の確
保に努めます。
　さらに、農家の経営所得の安
定に向け、経営規模に応じた農
業機械導入や施設整備に係る経
費の支援及び地域の特色をいか
した重点振興作物の栽培に対す
る支援などを継続し、農業の持
続的発展と農業所得の向上を目
指します。このほか、農作物等
への鳥獣被害を抑えるため、個
体数調整に努めるとともに、複
合柵設置等の被害対策支援を継
続しながら、集落と一体となっ
て対策に取り組みます。

目標の柱  2

魅力を高め活力を生み出す
ヒト・モノ・カネの好循環化

　若者が希望する就労の場が
少ないほか、店舗が減少して
る現状を打破するため、地域
の特性をいかし農林業や商工
業の生産性を向上させ、町内
の経済が循環するまちづくり
を目指します。

５．新たな地域産業
　ドローン飛行実証試験誘致を
進め、地元事業者が提供するサー
ビスとの連携や機体の共同開発
につなげるとともに、ドローン
産業を担う人材を育成するため
の普及啓発活動と無人航空機操
縦資格の取得経費の支援を行い
ます。

４．消費喚起と就業支援
　プレミアム付電子クーポンを
発行することで、電子決済の利
用を促すとともに、地域内消費
を喚起することで、地域経済の
活性化、商工業者の経営安定化
につなげます。
　さらに、働き方の多様性と女
性の活躍の場を創出するため、
時間や場所にとらわれずに就業
可能な在宅ワーカーの育成と就
業のマッチング支援を行います。

３．経営の安定化
　一定の投資と雇用を確保して
町内に工場等を新設した企業に
対して、固定資産税相当額の一
部を奨励金として交付するほか、
個人事業者及び法人の新規創業
等に係る経費の一部を助成する
ことで、事業活動の促進と雇用
の創出を図ります。

２．林業の振興
　豊富な森林資源をいかして町
内経済の好循環化に結びつける
とともに、森林の持つ多面的機
能を維持するため、森林環境譲
与税を活用し皆伐地の再造林を
促進する経費を支援し、持続的
な森林整備を進めます。
　また、林業技術の研修やスマー
ト林業に向けた資格取得に係る
経費の一部を支援し、次世代を
担う人材育成に努めます。

６．中心市街地の活性化
　様々な要因により空き店舗が
増加し、活気が失われつつある
ことから、町内事業者等が協働
により自主的 ・主体的に取り組
む中心市街地の賑わい創出のた
めのイベント経費、及び空き店
舗の利活用に要する経費の一部
を助成するとともに、デジタル
見どころマップを活用し、まち
なかの周遊性を高めるなど、ま
ちなかの未来ビジョンの具現化
に向け引き続き取り組みます。

７．観光、地域間交流の推進
　本町の星空の魅力を観光資源
としていかした観光誘客の推進
体制を整備するため、星空ガイ
ドの育成を継続します。加えて、
合宿誘致を推進するほか、企業
の研修先としての地位を確立す
るため、地域団体と連携しなが
ら企業研修の魅力づくりや受入
れ体制の構築を促進します。
　また、国道２８９号八十里越
の開通を見据え、老朽化した道
の駅きらら２８９の大規模改修
を実施します。

１．道路及び橋梁の整備
　町道永田・中荒井線や町道後
原・丹藤線の改良工事、町道関本・
古内線の富貴沢橋架け替え工事
及び町道高杖原線の舗装打替工
事など、町民生活に密接にかか
わる生活道路の改築・修繕工事
を実施します。

　また、降雪期における生活道
路の機能を確保するため、伊南
地域の老朽化した除雪ドーザ１
台を更新します。

　一方、会津縦貫南道路５工区、
栃木県側で事業が着手された栃
木西部・会津南道路など、本町
を取り巻く幹線道路の整備が着
実に進んでおります。今後も、
県道黒磯田島線を含め幹線道路
の整備促進に向けた要望活動を
力強く継続します。

３．水道水の安定供給
　水道事業では、田島第一地区
と田島第二地区の施設の統廃合
に向けた高野地区への加圧ポン
プ場整備や針生地区と静川地区
の連絡配水管の整備を継続して
実施するほか、老朽化等による
漏水リスクの高い管路を優先的
に更新することで、水道水の安
定供給に努めます。

２．住宅確保要配慮者対策
　町営住宅松下団地の建て替え
事業、町営住宅会下団地の改修
事業の継続など、町民の生活基
盤の整備を計画的に進めます。

４．持続可能な下水道事業
　下水道事業では、上郷地区と
高杖原地区の農業集落排水処理
施設の統廃合に向けた上郷処理
施設の改良工事等を引き続き実
施するほか、南郷浄化センター
と古町地区農業集落排水処理施
設の統廃合に向けて管路の橋梁
添架工事を実施するとともに、
下水道使用料の改定を行うこと
で下水道事業会計の健全な経営
を目指してまいります。

６．防犯・防災対策
　町内の主要箇所に防犯カメラ
を設置し、犯罪発生時には情報
の速やかな収集と関係機関への
提供により、広域化する犯罪の
未然防止と町内の防犯対策に努
めます。
　併せて、道路交通法の改正に
伴い、現在、準中型免許を保有
していない消防団員が在籍し、
将来的に消防車両の運転に支障
をきたすことが想定されること
から、令和７年度より、消防団
員の準中型免許取得に対する補
助金の交付を開始し、消防団体
制の維持・強化に努めます。
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目標の柱  5

誰もが主役で誰もがつなが
る未来を見据えた協働によ

るまちの運営

　急激な人口減少や厳しい財
政状況、社会情勢の目まぐる
しい変化に対応していくため
に、町民と行政が互いに協力
し、町民一人ひとりがまちづ
くりの主役として輝くことが
できる行政運営を目指します。

目標の柱  4

世代を超えて「南会津愛」を
育む“共育”のまちづくり

　地域の担い手の育成には郷
土愛を育む必要があると考え
ており、家庭や地域など町民
一人ひとりが郷土の歴史や文
化に触れ、交流を深めること
で、共に学び育ち合いながら
郷土の良さや暮らす喜びを知
ることができるまちづくりを
目指します。

１．部活動の地域移行
　中学校部活動の地域移行につ
いては、地域移行が円滑に進め
られるよう学校や保護者、関係
団体などの関係者による協議会
を設立し、スポーツなど将来に
わたり継続して親しむことがで
きる機会を確保するため、課題
の整理や具体的施策など地域の
実情に応じた環境づくりや活動
の在り方等について協議・検討
を進めます。

２．郷土愛を醸成
　子どもたちの郷土愛を醸成す
るため、田島祇園祭屋台歌舞伎
ワークショップや藍の栽培、郷
土料理づくりなど、町内各小中
学校において地域のヒト・モノ・
コトに触れる体験学習を引き続
き実施します。

６．特別支援教育
　特別な教育的支援を必要とす
る児童生徒への対応として、特
別支援教育支援員を配置し、学
級担任と連携して日常生活上の
介助や学習支援、安全を確保す
るなど、共生社会の実現に向け
た教育の構築を目指し、特別支
援教育における教育ニーズに的
確に応える指導体制を整えます。

４．ＩＣＴ教育
　ＧＩＧＡスクール構想が第２
期を迎える中、ＩＣＴを活用し
た学習環境を引き続き充実させ
るため、町内すべての小中学校
におけるタブレット端末の更新
を実施します。

５．教育環境の整備
　少子化により児童生徒数が減
少する中で複式学級は増加傾向
にありますが、複式学級の指導
体制を充実させるため「学習支援
員」を配置し、小規模校の良さ
をいかした教育環境を整備しま
す。
　また、舘岩地域の教育環境を
維持するため、舘岩小学校と舘
岩中学校の小中一貫校の設置に
向けた検討を進めるとともに、
舘岩地域の保護者から要望の多
い他校との交流については、西
部３小学校による交流活動やさ
いたま市立舘岩少年自然の家の
利用校との交流を継続します。

３．学校給食費の支援
　物価高騰が続く中、子育て世
帯の経済的負担の軽減を図り、
子どもたちが健やかに成長する
よう、新たに小中学校における
学校給食費の一部支援を開始し
ます。

　

７．世代間交流と生涯学習
　地域と連携した教育を推進す
る放課後子ども教室での体験活
動などを継続しながら、世代間
交流による郷土愛や自立心を育
むなど地域を担う人材の育成が、
子育て支援や年齢、性別を超え
た“共育” に繋がるよう努めます。

　また、生涯学習の拠点施設で
ある御蔵入交流館の空調設備改
修工事を継続するとともに、公
民館講座や文化講演会では、町
の課題解決に繋がるような事業
を展開しながら、生涯学習環境
の充実に努めます。

８．地域文化の保存・伝承
　本町の代表的な伝統芸能であ
る田島祇園祭屋台歌舞伎や、伝
統技術である藍染技術の後継者
育成と伝統文化の継承に取り組
むなど、民俗芸能や伝統文化の
保存伝承に努めます。

２．協働のまちづくり
　動く町長室などの広聴事業を
はじめ、様々な場面で様々な世
代の町民の皆様と対話する場を
設けてました。
　この取組の中で、町民の皆様
の声に真摯に向き合い対話を進
めることで、いただいた意見を
町政に反映するほか、地域の相
互扶助や自主的かつ主体的な活
動及び集落機能の維持強化が図
れるよう継続して支援するとと
もに、町と団体や団体間の協働
の取組を推進します。
　また、地域の将来を担う人材
の育成に取り組みます。

４．行財政運営
　観光施設をはじめ多くの町有
施設を抱える本町にとっては、
それらの維持管理費が将来的な
財政運営の大きな負担になるこ
とが予想されます。そのため、
公共施設等総合管理計画に基づ
き、長期的なメンテナンスサイ
クルの構築、トータルコストの
縮減と予算の平準化、施設の再
配置や統合、複合化及び民間活
力による有効活用、管理経費の
削減など、公共施設の維持管理・
更新等の最適化を図り、経常経
費の削減と投資的経費の財源確
保に努めながら、将来を見据え
た効果的・効率的な行財政運営
に一層尽力します。
　また、町有観光施設につきま
しては、タウンミーティングで
出された意見や書面で寄せられ
る意見も加味し、６月を目途に
方針を決定し、令和８年度以降
の指定管理者を選定する手続き
を進めます。

１．デジタル化の推進
　デジタル化が進展する中で、
職員のデジタルに関する研修な
どをとおして、デジタル技術を
活用した行政システムの導入に
関する検討を継続し、住民サー
ビスの充実に取り組みます。

３．関係人口や定住促進
　町外在住の方が将来的に二地
域居住や移住しやすいよう、空
き家バンク制度と住宅取得支援
に関する事業及び子育て支援に
関する事業を組み合わせた情報
提供など、関係機関等と連携し
ながら関係人口や定住促進の事
業に継続して取り組みます。

町政施政方針
むすびに

　　令和７年度も、町民の皆さま
の声に耳を傾け、対話をとおし
ながら、町民と行政が信頼で結
ばれたまちづくりを進めること
が極めて重要であると認識して
おります。より多くの声を町政
に反映させるとともに、町民の
皆様と議会、行政の信頼関係を
構築しながら、安全・安心のま
ちづくりと地域力の向上に職員
と一丸となって全力を尽くして
取り組んでまいります。
　町民の皆さま及び議員各位に
おかれましては、引き続き町政
への一層のご理解とご協力を賜
りますようお願い申し上げまし
て、私の所信とさせていただき
ます。

　町政施策方針の
　　詳細はコチラ▶

  南会津町長
  　　渡部　正義


